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第１節 在宅医療の特性            

１．在宅医療の特徴 

（１）在宅医療について 
  ○医療は、大きく入院医療と入院外医療に区分され、入院外医療は、さらに外来医療と、在宅医 

療（訪問診療等）に区分されます。 

 

○在宅医療とは、寝たきり、またはそれに近い状態のため通院に支障がある方に対し、医療従

事者が自宅（施設・居住系サービスを含む）を訪問し、継続的に医療行為を行うものです。 

 

   ○在宅医療は外来医療に比べサービスが限られる場合があるものの、自宅等住み慣れた環境で

生活をしながら地域と密着した療養を受けることができるというメリットがあります。 

 

 

（２）病診連携 

○地域では、24 時間体制で対応できる病床を確保している在宅療養支援診療所、在宅療養支援

病院、在宅療養後方支援病院に加え、救急医療を要する患者のために優先的に使用される病

床を有する二次救急医療機関が、在宅医療を提供する診療所の後方支援として緊急時の患者

の受入れに対応しています。（P２ 図１参照） 

 

（３）医療と介護の連携・多職種連携 

○住み慣れた地域で人生の最期まで自分らしい暮らしを続けることができるよう、患者に必要

なサービスを医療と介護の連携により相互に補完しながら、一体的に提供することが必要で

す。その中で在宅医療は、医師に加え、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、理学療法士、作業

療法士、栄養士等の多職種が連携し、患者の状態に応じた適切な医療を提供する体制が求め

られています。（P２ 図２参照） 
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第２節 在宅医療の現状と課題           
 

 

 

 

 

 

 

 

１．在宅医療の需要 

○今後の急速な高齢化の進展により、平成 37 年（2025 年）には、３人に１人が６５歳以上、

５人に１人が７５歳以上となり、大阪府地域医療構想では、在宅医療等の医療需要は大阪府

全体で 1 日あたり 160,491 人、うち訪問診療分としては 107,65６人と、推計しています。 

＜今後国から示される医療需要の算定のためのデータを踏まえ修正＞ 

 

○本計画において掲げる在宅医療の需要は、府内市町村が策定する各市町村介護保険事業計画

において掲げる介護の見込み量の整備目標と整合を図り、在宅医療と介護が連携して一体的

にサービスを提供することが必要です。 

 

  ○在宅医療は、高齢者の増加に加え、がん、精神、小児、難病など個別疾患への対応や緩和ケ

ア、口腔の健康管理、服薬・栄養管理、褥瘡等への対応が必要です。 

 

  ○個別疾患の状況 

（がん） ＜がん対策推進計画を踏まえ反映予定＞ 

 

（精神） 

○長期入院者の地域生活移行の推進に備え、在宅生活を円滑に行うための適切な医療、福祉、

介護の提供が課題です。 

 

 ◆今後のニーズ増大・多様化を見据え人材確保（量の確保）と医療従事者のスキル

アップや休日や夜間の対応などの、機能充実・拡大（質の充実）が必要です。 

 ◆退院支援から看取りまで地域で完結できる医療提供体制が必要です。 

 ◆在宅医療について入院医療や外来医療との機能の違いを理解した上で、適切に選

択できるよう、医療関係者の理解促進・府民への周知が必要です。 

 ◆地域における医療・介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介

護の提供を行える体制づくりが必要です。 
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○病状が不安定な患者や、症状により外出や服薬管理などに困難がある場合でも地域生活が継

続可能であるためには、福祉サービスの充実とともに、精神疾病の特性を理解し対応できる

訪問看護を含めた医療の充実が課題となっています。 

 

（小児） 

○人工呼吸療法、たん吸引、経管栄養等の医療的ケアが必要な在宅療養児は、平成 27 年度 825

人であり、年々増加しています。 

 

○医療的ケアが必要な児は、予防接種や日常的な診療など地域の医療機関で担える診療内容で

あっても、対応できる医療機関が少なく専門医療機関への受診が多くなっています。 

 

○医療的ケアが必要な児に対し、日常的な診療や訪問診療等が可能なかかりつけ医の確保のた

め、小児の在宅医療に関心を持つ医師の育成や、地域でかかりつけ医になるための仕組みづ

くりが必要です。 

 

（難病） 

 ○大阪府保健所管轄地域において、在宅で人工呼吸器療法、酸素療法、経管栄養等、医療処置

を受けている指定難病受給者は、平成 28 年度 1,186 人であり、うち約 3 割が寝たきり（全

介助）で日常生活全般に介護が必要な状況です。 

 

  ○難病の特性（原因不明・治療法未確立・希少性）

から、患者の診療等対応についての知識や技術

が十分でないため、それぞれの疾患特性に応じ

た多様な医療ニーズに対応した支援ができるよ

う、難病の専門医療機関と在宅医療機関が連携

できる体制づくりが必要です。 

 

 

２．在宅医療におけるサービス基盤の整備と人材育成 

○今後のニーズの増加を見据えた安定的な在宅医療サービスの供給に向け、在宅医療のサービ

ス基盤の整備と在宅医療に係る人材育成が課題です。 

 

ほぼ自立

29.8%

外出時に

介護必要
22.3%ベット上生活

座位は可能

17.9%

全介助

29.7%

日常生活自立度別割合 （H28年度末）
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（１） 在宅医療を支えるために必要な医療機能 

○患者が住み慣れた地域で在宅療養しながら生活できるよう、入院時から在宅への切れ目のな

い継続的な医療提供が求められます。 

 

○在宅医療を支える

ために必要な機能

として、「①退院支

援」「②日常の療養

支援」「③急変時の

対応」「④看取り」

があります。 

 

【①退院支援】 

○入院から在宅医療への円滑な移行を進めるには、退院調整部門の設置や、看護師や社会福祉

士など専従職員の配置など院内の体制整備が必要です。 

 

○退院支援担当者を配置している府内の病院は、平成 20 年の 158 か所（全病院の 29.2％）

から、平成 26 年には 245 か所（全病院の 46.2％）に増加しています。 

 

○退院調整部門の設置や多職種とのカンファレンスの実施などが算定要件である退院支援加算

届出を行っている病院は、平成 28 年には 232 か所で、全病院の 43.7％です。退院支援加

算届出状況を病床別にみると、100 床以上の病院では 5 割を超えていますが、100 床未満

の病院は 2 割に達していません。 

○在宅療養への円滑な移行を図るためには、入院中の治療経過や総合評価を診療所へ情報提供 

するなど病診連携の強化が必要です。 
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また、退院支援においては、在宅医療にかかわる医師、訪問看護師をはじめ、医療と介護の

多職種連携によるサービス調整が必要です。 

 

【②日常の療養支援】 

ア  訪問診療の状況  

○訪問診療件数（各年 9 月の 1 か月間）は、平成 20 年 60,472 件が、平成 26 年には 107,714

件と約 1.8 倍に増加しています。訪問診療に対応する医療機関（病院・診療所）は、平成 20

年の 1,752 か所から、平成 26 年の 2,156 か所と約 1.3 倍となっています。 

今後の在宅医療のニーズの増大を見据えた、訪問診療を実施する医療機関の増加が必要です。 

 

○一方、休日や夜間、急変時の対応が困難等 

の理由により、訪問診療の参入に踏み出せ 

ないとの声があります。 

 

○在宅医療の参入促進を図るためには、在宅 

医間の連携強化や訪問看護ステーションの 

積極的な活用等、多様な在宅医療の提供体制の

構築が課題です。 

 

イ 訪問歯科診療の状況  

○居宅への訪問歯科診療を実施する歯科診療所は、

平成 20 年 685 か所から平成 26 年には 835

か所に増加しています。 

今後の在宅医療のニーズの増大を見据えた、訪問

歯科診療を実施する医療機関の増加が必要です。 

 

○一方、①寝たきりや胃ろうなど、患者の全身  

疾患や障がい等の特性を踏まえ、より専門的    

な知識と技術が求められること、②医師やケアマネなど他職種との連携構築が十分ではない 

こと、③時間や歯科医療従事者の確保が困難等の理由により、訪問歯科診療に取組みにくい 

という声があります。 

 

  ○近年、口腔の健康管理が誤嚥性肺炎の発症予防につながると指摘されています。また、高齢 
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   化に伴い摂食嚥下障害等を有する患者の増加が予想されるため、訪問歯科診療においてもこ 

   うしたニーズに対応できる歯科医療従事者の確保が求められています。 

 

 ウ 訪問服薬管理指導の状況 

○在宅患者調剤加算の届出を行っている薬局（※注１）は、平成 27 年の 1,020 か所から平成 

2９年は 1,366 か所と増加しているものの、薬剤師を複数配置できない等、人員的に在宅医 

療への参画が困難な薬局がみられます。 

 

○薬局間の連携による休日・夜間対応や、麻薬・

衛生（医療）材料等の手配・準備等、地域での

相互支援体制の構築が必要です。 

 

○在宅訪問を必要とする患者に対して、薬学 

的管理・服薬指導等の在宅医療サービスを 

提供できる人材を育成することが必要です。 

 

(※注) 在宅患者調剤加算：在宅業務に必要な体制が整備され実績が一定以上ある薬局が在宅患者に対して 
調剤を実施した際に調剤報酬として加算できるもの 

 

エ 訪問看護の状況 

○平成 27 年度の訪問看護師数は 3,640 人となっており、平成 25 年～平成 27 年の過去 3 か

年において、年平均約 15％増加しています。今後の在宅医療の需要増大を見据え、訪問看護

師の確保や多様な医療ニーズに対応できる訪問看護師の育成が課題です。 

 

○訪問看護ステーション数は、平成２９年４月 

現在、999 か所と年々増加しています。 

しかし小規模事業所（看護職員常勤換算 5 人 

未満）が約 6 割を占めているため、休日・夜 

間は、個別ケースにおいて対応を行っている 

場合があるものの、恒常的なサービスとして 

提供することが困難な事業所が、多くみられ

ます。 
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○また、平成 24 年から平成 2９年の５か年で、年平均約 50 事業所が廃止しており、経営面

にも課題がみられます。事業所の規模拡大や機能強化に取組み、安定したサービス提供に向

けた体制の確保が必要です。 

 

オ 訪問栄養食事指導の状況 

○在宅療養高齢者の約 3 割が低栄養状態とされています。低栄養状態は、疾病や介護状態の悪

化、免疫力低下による感染症等の発症につながります。患者の増加に伴う在宅栄養ケアサー

ビスの需要増加に備え、栄養食事指導の提供体制の充実が必要です。 

 

○一方で、訪問栄養食事指導を提供できる管理栄養士は少ない状況であり、栄養ケアサービス

の提供についても、患者・家族への周知が十分でなく、関係機関の理解も進んでいません。

今後の在宅医療の需要の増加を見据え、訪問栄養食事指導を担う人材の育成、患者・家族へ

の周知、管理栄養士と関係職種との連携による理解促進など、在宅栄養ケアサービスの提供

に向けた更なる取組みが必要です。 

 

【③急変時の対応】 

○患者の容態急変時対応として、緊急往診や緊急入院の必要が生じた場合の病床を確保する枠

組みが必要です。 

 

○緊急往診については、24 時間往診が可能な在宅療養支援診療所は、平成 18 年に制度が創設

され、平成 29 年は府全体で 1,859 か所となっています。うち、複数の医師により、緊急往

診や在宅看取りに一定の実績を必要とする機能強化型の在宅療養支援診療所（単独型・連携

型）は、計 332 か所で全体の約 18％です。 

一方、緊急入院が必要な場合に入院できる病床を確保している在宅療養支援病院は、平成 22

年の要件緩和※注）以降増加し、平成 2９年には府全体で 110 か所です。 

また、緊急時に、在宅医療を行う医療機関の後方病床確保のため平成 26 年度に新設された

在宅療養後方支援病院は、平成 29 年は 33 か所です。 

なお、人口あたりの在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院の設置

状況は二次医療圏ごとにみると差異があります。 

※注 施設要件に「200 床未満又は４㎞以内に診療所がない病院」下線部が追加 
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○緊急入院の必要が生じた場合の病床の確保については、在宅療養支援病院、在宅療養後方支

援病院や、地域のかかりつけ医を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応

しい構造設備等を有する地域医療支援病院はもとより、地域住民のニーズに応じ、患者の状態

に適切に対応できるよう二次救急病院との役割分担も踏まえながら、受入れ可能な医療機関の

確保が必要です。 

   

【④看取り】      

○看取りを見据えた在宅医療は、患者本人及び家族による意思決定を尊重する対応が求められ 

ます。  

 

○在宅での看取りの実施医療機関は、平成 20 年 197

か所、平成 26 年 335 か所と、6 年間で約 70％増

加しているものの、医療機関全体のうち約 4％に留ま

っています。在宅での看取り件数は、平成 20 年の

290 件/月から、平成 26 年は 555 件/月と６年間

で約 2 倍に増加しています。 

 

計

 

○緊急往診・入院受入機能を有する病院等 （参考）

機能強化型
（単独）

機能強化型
（連携） 従来型 合計 再掲）

有床診療所
機能強化型
（単独）

機能強化型
（連携） 従来型 合計 再掲）

人口10万対 200床未満 200床以上

豊能 3 36 153 192 3 0 0 5 5 2 0.3 5(1) 12 12
三島 1 14 143 158 5 1 3 3 7 4 0.4 3(1) 15 8
北河内 2 22 124 148 4 2 1 13 16 2 0.2 3(2) 15 27
中河内 1 32 129 162 4 1 3 4 8 1 0.1 3(1) 13 7
南河内 0 23 98 121 1 2 4 2 8 2 0.3 1(0) 12 12
堺市 1 25 135 161 2 1 4 6 11 2 0.2 5(1) 12 11
泉州 0 32 99 131 4 1 4 15 20 3 0.3 3(0) 18 15
大阪市 6 134 646 786 16 1 18 16 35 17 0.6 12(1) 41 51
合計 14 318 1527 1859 39 9 37 64 110 33 0.4 35(7) 138 143
※）（　）は地域医療支援病院と在宅療養後方支援病院の両方の届出を行っている病院　               平成29年　近畿厚生局施設基準届出 ※平成29年　大阪府

在宅療養支援診療所
医療機関数

在宅療養支援病院 在宅療養
後方支援病院 地域医療

支援病院※

2次救急病院

197 226

335290

306

555

0

100

200

300

400

500

600

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H20 H23 H26

看取り実施医療機関数（病院、診療所）

・看取り実施件数

施設数

実施件数

厚生労働省 医療施設調査

5.9

1.3

2.1

3.9 3.8
3.1

3.5

5.2

0

1

2

3

4

5

6

7

豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市

圏域別在宅療養支援診療所（機能強化型）

在支診

人口10万対

0 

0.4 
0.3 

0.5 

1.0 

0.6 0.6 

0.7 

0.3 
0.4 

0.2 0.1 

0.3 
0.2 

0.3 

0.6 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市

圏域別在宅療養支援病院（機能強化型）
及び在宅療養後方支援病院

在支病 後方支援

人口10万対
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○在宅療養支援診療所（従来型） 

において、平成 26 年の１年間で 

1 件以上看取りを実施した診療所 

は 1,530 か所中 751 か所で、全 

体の約 50％に留まり、機能強化型 

では、看取り有りの割合は、90％ 

以上と高くなっています。 

また、機能強化型の約 75％が 4 件以上

の看取り実績となっています。 

 

○看取りの実施は、緊急往診や休日・夜間への対応が必要となることから、外来診療を行いなが

らの対応は負担が大きいため、在宅医療を専門に実施する診療所を含めた在宅医間や多職種間

での連携や、機能強化型の在宅療養支援診療所の整備の推進などが必要です。 

 

（２） 多職種連携の推進 

 ○在宅医療は、患者の生活の場で提供される医療であることから、多職種の連携が重要です。 

   これまで、地区医師会を拠点とした在宅医療推進コーディネータを中心に、地域の医療資源の 

把握、顔の見える関係づくりから、退院支援ルールづくりまで地域の実情に応じた取組を進め 

ています。 

   また、円滑な連携のためには、異なる機関に属する多職種がリアルタイムで情報を共有する 

体制が重要であることから、ＩＣＴを活用した効果的な情報共有を支援しています。 

 

 ○これらは地域により事情が異なり、取組み内容・水準は一様ではありません。地域の工夫を尊 

重しつつ府域全体の水準向上に向けた取組み支援が必要です。 

 

（３）普及・啓発 
【府民意識】 

○高齢者の健康に関する意識調査

（内閣府 平成 24 年）では、治

る見込みがない病気になった場

合、54.6％が自宅で最期を迎え

たいと答えています。一方、大阪

府の人口動態調査（平成 2７年）

 

看取りなし
50.9

4.3

3件以内
32.9

21.5

4件以上
16.1

74.2

従来型

機能強化型

施設基準別看取り件数（在宅療養支援診療所）

※機能強化型は単独型・連携型の合計

○最期を迎えたい場所 ○死亡の場所

自宅
54.6%医療施設

27.7%

高齢者向け
ケア付き

住宅 4.1%

特養等の
福祉施設, 

4.5%

その他, 
2.2%

わからない
6.9%

平成24年度 高齢者の健康に関する意識調査（内閣府）

自宅
15.3%

医療施設
75.9%

老人保健
施設、老人
ホーム等
6.5%

その他
2.3%

平成27年度 人口動態調査（大阪府）

届出数

1,530 779 50.9% 504 32.9% 247 16.1%
連携型 309 13 4.2% 68 22.0% 228 73.8%
単独型 16 1 6.3% 2 12.5% 13 81.3%

　出典：平成26年 厚生労働省 医療施設調査

従来型

看取り3件以内 看取り4件以上看取り無し

機能
強化型
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によると、自宅で死亡した人は 15.3％であり、本人の意向とは異なる状況で最期を迎えてい

ます。 

 

【普及啓発】 

  ○入院医療と外来医療の機能の違い等を理解したうえで、本人・家族が適切に選択できるよう

広く府民に対して普及・啓発が重要です。 

 

○そのためには在宅医療を提供するにあたり、本人・家族の意思決定を尊重した支援が行える

よう、医療従事者の理解促進と関係者間の適切な情報共有が必要です。 

 

３．医療と介護の連携 

○2025 年に向け、市町村では 3 年毎の介護保険事業計画の策定・実施を通じて、地域の特性

に応じた地域包括ケアシステムの構築を目指しています。 

 

○地域包括ケアシステムの構築には、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的

かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行える体制づくりが必要です。 

 このため平成 27 年度から在宅医療・介護連携推進事業（※注）が市町村主体の地域支援事業に

位置付けられています。 

 

 

 

 

○中でも、「(ウ)切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進」「(オ)在宅医療・介護

連携に関する相談支援」、二次医療圏等の広域の視点が必要な「(ク)在宅医療・介護連携に関

する関係市区町村の連携」は、医療に係る専門的・技術的対応が必要であることから、市町

村の実情に応じた支援が必要です。 

 

○また、地域の医療情報に精通した在宅医療推進コーディネータが地域包括ケアシステムにお

ける「在宅医療・介護連携のつなぎ役」となることが期待されます。 

 

 

 

※在宅医療・介護連携推進事業メニュー
ア）地域の医療・介護の資源の把握 オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援
イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 カ）医療・介護関係者の研修
ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 キ）地域住民への普及啓発
エ)　医療・介護関係者の情報共有の支援 ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
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第３節 在宅医療の施策の方向       

 

 
 

 

 

 

 

 

（１）在宅医療サービス基盤の整備 

 ○訪問診療の拡充に向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○訪問歯科診療の拡充に向けた取組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【目的（めざす方向）】 

 ◆在宅医療の需要に応じたサービス量の確保 

  ◆在宅医療の質の向上 

 ◆地域包括ケアシステム構築に向けた体制整備 

 

【目標】 

 ◆在宅医療を支えるサービス基盤の整備 

 ◆圏域ごとに在宅患者の急変時の受入体制の確保 

 ◆在宅で安心して最期まで暮らすことができる人材・機能の確保 

 ◆円滑な在宅復帰を支える人材・機能の確保 

 ◆在宅医療・介護連携に取り組む病院・診療所の整備 

 

【計画中間年（２０２０年度）までの取り組み】 

・訪問診療を行う医師の確保に向け、引き続き、訪問診療に関心のある医師に対する同行 

訪問等の取組みを支援します。 

・急変時や看取り等の患者ニーズに対応するため、引き続き、病院や在宅担当医師等と 

の協議による後方支援機能の運用ルール作成などの取組みを支援します。 

 
【計画最終年（２０２３年度）までの取り組み】 

・休日・緊急時等に対応できる訪問診療が府内全域に広がるよう、支援の充実・強化を図

ります。 

【計画中間年（２０２０年度）までの取り組み】 

・訪問歯科診療を行う歯科医師の確保に向け、訪問歯科診療に関心のある歯科医師に 

対し患者の全身疾患等に応じた歯科治療にかかる実践研修等の取組みを支援します。 

・訪問歯科診療に関わる関係機関（病院や歯科診療所、他職種等）の連携強化を図るた

め、連絡調整を円滑に行う窓口機能の充実等を支援します。 

・歯科衛生士など訪問歯科診療を支える歯科医療従事者の育成、連携機能の強化などを

支援し、歯科医師との連携体制を強化します。 

 

【計画最終年（２０２３年度）までの取り組み】 

・府内全域において需要に応じた訪問歯科診療が提供されるよう、支援の充実・強化を

図ります。 
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 ○薬局の在宅医療への参画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○訪問看護の拡充に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○在宅医療を支える病院・診療所の拡充に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画中間年（２０２０年度）までの取り組み】 

・在宅医療に関連する知識・技術を研鑽するため、薬剤師に対する同行訪問を含めた実践

的な研修実施を引き続き支援します。 

・入退院時における医療機関と薬局間での情報共有等、円滑な在宅医療への移行のための

取組みを支援します。 

 

【計画最終年（２０２３年度）までの取り組み】 
・薬剤師数の少ない小規模薬局が在宅医療に参画できるよう、地域での相互支援体制の強

化を図る取組みを行います。 
・薬局・薬剤師による服薬情報の一元的・継続的把握を推進するため、多職種での情報共

有の強化等を図る取組みを引き続き支援します。 

 

 

 
 

【計画中間年（２０２０年度）までの取り組み】 

・訪問看護サービスの需要に応じた訪問看護師を確保するため、引き続き、訪問看護の

職場体験などによる理解促進、新任看護師の育成、離職防止、復職支援などの取組み

を支援します。 

・休日、緊急時等の患者ニーズに応じた安定したサービスが提供できるよう、引き続き

ICT 等の活用による事業所（訪問看護ステーション）間の効率的な情報共有など、事

業所の規模拡大・機能強化を支援します。 

 
【計画最終年（２０２３年度）までの取り組み】 

・休日、緊急時等のニーズに対応できる訪問看護ステーション機能が府内全域に広がる

よう、支援の充実、強化を図ります。 

 

【計画中間年（２０２０年度）までの取り組み】 

・急変時や看取り等の体制確保に向け、医療機関に対するアンケート等を踏まえ、地域

のニーズに応じた機能強化型の在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院、在宅療養後

方支援病院等の整備を支援します。 

・退院支援の体制整備を目指す病院に対し、体制の構築までの間、退院調整を行う専門 

人員の配置などを支援します。 

・引き続き地域の拠点となる病院から、診療所への情報提供を効率的に行うＩＣＴ活用 

などを支援します。 

 

【計画最終年（２０２３年度）までの取り組み】 

・府内全域で在宅医療が適切に提供できるよう、体制確保や支援機能の充実強化を図り

ます。 
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（２）在宅医療に関わる人材の育成 

  ○在宅医療に関わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の育成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ○病院・有床診療所における退院支援調整機能の強化を図るための人材を育成します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画中間年（２０２０年度）までの取り組み】 

（医師） 

・訪問診療の基本に加え、がんや難病等の個別疾患への対応力向上を図る研修等の取

組みを支援します。 

（歯科医師等） 

・歯科医師をはじめとする歯科医療従事者に対して、訪問歯科診療の基本に加え、摂

食嚥下障がい等への対応力向上を図る研修等の取組みを支援します。 

（薬剤師） 

・薬剤師の在宅医療に関連する知識・スキル向上の取組みを支援します。 

（看護師） 

・緩和ケア等の専門領域や難病、小児、精神等、多様な医療ニーズへの対応力向上を

図る研修等の取組みを支援します。 

（栄養士） 

・訪問栄養食事指導のスキル向上の取組みを支援します。 

 
【計画最終年（２０２３年度）までの取り組み】 

・引き続き、府民が安心して住み慣れた地域で最期まで暮らすことができるよう、質

の高い在宅医療の提供と人材の育成を支援します。 

 

【計画中間年（２０２０年度）までの取り組み】 

・入院医療機関から地域への切れ目ない円滑な在宅移行に向けて、病院や診療所の退院支

援調整に携わる職員に対する研修を支援します。 

 
【計画最終年（２０２３年度）までの取り組み】 

・府内全域で入院患者の円滑な在宅移行が進むよう、引き続き、退院支援・調整機能の充

実、強化の取組みを支援します。 
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  ○医療職や介護職に対して、在宅医療に関する理解促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）医療と介護の連携 

  ○在宅医療・介護連携推進事業を行う市町村の支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※がん、精神、小児、難病などそれぞれの患者の特徴に応じた在宅医療の取り組みについて

は、疾患別の保健医療計画を参照  

 

 

【計画中間年（２０２０年度）までの取り組み】 

・患者や家族に対し在宅医療について適切な情報提供ができるよう、医療職等を対象に

在宅医療の理解促進を図る研修の実施を支援します。 

・多職種協働により患者や家族のニーズに応じた在宅医療の提供ができるよう、関係職

種に対して、それぞれの職種の役割の理解や多職種連携に必要な知識を習得するため

の研修等の取組みを支援します。 

 
【計画最終年（２０２３年度）までの取り組み】 

・府内全体で患者や家族のニーズに応じた在宅医療の提供ができるよう、引き続き、関

係職種に対し在宅医療に関する理解促進を図ります。 

 

 

【計画中間年（２０２０年度）までの取り組み】 

・各二次医療圏の保健医療協議会在宅医療推進懇話会・部会等において、医療及び介護

関係機関間で課題を共有し、地域の実情に応じた取組みを推進します。 

・在宅医療と介護の連携推進に向け、所属機関を異にする多職種において在宅患者の日

常的なケア記録等の情報を共有する ICT 活用を支援します。 

・患者のニーズに応じて医療・介護等の必要なサービスが切れ目なく提供される体制が

整備されるよう、関係団体や市町村域を超えた広域対応の調整など市町村を支援しま

す。 

 
【計画最終年（２０２３年度）までの取り組み】 

・全ての市町村で、患者のニーズに応じて医療・介護等の必要なサービスが切れ目なく

提供される体制が整備されるよう、引き続き関係団体の調整など市町村支援に取り組

みます。 
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番号 番号 番号

　

指
標

介護支援連携指導料
を算定している病院・
診療所数

指
標

介護支援連携指導料
算定件数

A　個別施策 B　目標 B　最終目標

（毎年評価） （中間評価） （計画改訂時評価）

3
訪問服薬管理指導の拡
充

1

在宅医療の需要に応じ
たサービス量の確保

4 訪問看護の拡充

1

在宅医療を支えるサービ
ス基盤の整備

2 訪問歯科診療の拡充

指
標

・訪問診療を実施してい
る病院・診療所数

・在宅歯科医療サービ
スを実施している歯科
診療所数

・在宅患者調剤加算の
届出薬局数

・訪問看護師数

指
標

訪問診療件数

2

圏域ごとに在宅患者の急
変時の受入体制の確保

在宅医療を支える
病院・診療所の拡充

指
標

人口規模に応じた在宅
療養後方支援病院が整
備されている圏域数

在
宅
医
療
に
係
る
人
材
育
成

6
医師、歯科医師、薬剤
師、看護師等の育成

8
病院・診療所の退院支援
機能の強化を図る人材の
育成

4

円滑な在宅復帰を支える
人材・機能の確保

在
宅
医
療
の
基
盤
整
備

1 訪問診療の拡充

5

7

がん、難病、小児、精神
など個別疾患や緩和ケ
ア、栄養などの領域別へ
の対応

指
標

在宅看取り件数

3

在宅で安心して最期まで
暮らすことができる人材・
機能の確保

在宅医療の質の向上
指
標

在宅看取りを実施し
ている病院・診療所
数

2

指
標

退院支援加算を算定
している病院・診療所
数

9
医療職や介護職の在宅
医療に関する理解促進

医
療
と
介
護

　
　
　
の
連
携

10
在宅医療・介護連携推進
事業を行う市町村の支援

5

在宅医療・介護連携に取
り組む病院・診療所の整
備

3

地域包括ケアシステム構
築に向けた体制の整備

施策・指標マップ 
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※１ 今後国から示される医療需要の算定のためのデータ等により目標値は修正 
※２ 現在、国からのデータ提供待ち 

 

 

 

 

 

分類 
Ｂ：目標 
Ｃ：目的 

指 標 
 

対象
年齢 

現 状 目標値  

値 出典 
2020 年度 
（中間年） 

2023 年度 
（最終年） 

Ｂ 
訪問診療を実施している
病院・診療所数 

 
2,156 か所 

(平成 26 年) 
医療施設調査 

  か所 

   か所 

Ｂ 
在宅歯科医療サービス
を実施している歯科診療
所数 

 
1,134 か所 

(平成 26 年) 
医療施設調査   か所    か所 

Ｂ 
在宅患者調剤加算の届
出薬局数 

 
1,366 か所 

(平成 29 年) 
近畿厚生局 
施設基準届出 

   か所    か所 

Ｂ 訪問看護師数  
3,640 人 

(平成 27 年) 
介護サービス施
設・事業所調査 

   人     人 

B 

人口規模に応じた在宅
療養後方支援病院が整
備された圏域数 
(0.4 か所/圏域 10 万人) 

 
２圏域 

(平成 29 年) 
近畿厚生局 
施設基準届出 

  圏域   圏域 

Ｂ 
在宅看取りを実施してい
る病院・診療所数 

 
335 か所 

(平成 26 年) 
医療施設調査   か所   か所 

B 
退院支援加算を算定す
る病院・診療所数 

 
248 か所 

(平成 29 年) 
近畿厚生局 
施設基準届出 

か所   か所 

B 
介護支援連携指導料を
算定している病院・診療
所数 ※２ 

 
●か所 

(平成 29 年) 
NDB ●か所 ●か所 

B 訪問診療件数  
107,714 件 

(平成 26 年 9
月) 

医療施設調査 -     件 

B 在宅看取り件数  
555 件 

(平成 26 年 9
月) 

医療施設調査 -    件 

B 
介護支援連携指導料算
定件数 

 
20,031 件 

(平成 26 年) 
NDB -    件 

目標値一覧 

※１ 
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地域医療支援病院・在宅療養後方支援病院 

三島二次医療圏

☆1高槻赤十字病院

☆2北摂総合病院

☆3◎1高槻病院

◎2藍野病院

◎3第一東和会病院

◎4みどりヶ丘病院

北河内二次医療圏

☆1◎1松下記念病院

☆2星ヶ丘医療センター

☆3◎2枚方公済病院

中河内二次医療圏

☆◎1若草第一病院

☆2八尾市立病院

☆3東大阪市立総合病院

南河内二次医療圏

☆1大阪南医療セン

ター

◎1大阪府立呼吸器・

アレルギー医療セン

泉州二次医療圏

☆1府中病院

☆2市立岸和田市民病

院

☆3りんくう総合医療

センター

◎1大阪府立母子保健

総合医療センター

◎2泉佐野優人会病院

◎3与田病院

◎4 泉北陣内病院

堺市二次医療圏

☆1大阪労災病院

☆2ベルランド総合病院

☆3馬場記念病院

☆4堺市立総合医療センター

☆5◎1耳原総合病院

☆地域医療支援病院

（平成28年10月1日現在）

◎在宅療養後方支援病院

（平成29年4月1日現在近畿厚生局ホームページ））

豊能二次医療圏

☆1箕面市立病院

☆2市立池田病院

☆3市立豊中病院

☆4大阪府済生会吹田病院

☆5◎1大阪府済生会千里病院

◎2吹田徳洲会病院

大阪市二次医療圏

☆1大阪府済生会中津病院

☆2◎1北野病院

☆3大阪市立総合医療センター

☆4淀川キリスト教病院

☆5大阪病院

☆6大阪医療センター

☆7大手前病院

☆8大阪赤十字病院

☆9大阪警察病院

☆10大阪府済生会野江病院

☆11大阪府立急性期・総合医療

センター

☆12東住吉森本病院

◎2住友病院

◎3加納総合病院

◎4関西電力病院

◎5大阪暁明館病院

◎6多根総合病院

◎7日生病院

◎8大野記念病院

◎9泉尾病院

◎10西淀病院

◎11千船病院

◎12愛染橋病院

◎13富永病院

◎14共和病院

◎15森之宮病院

◎16長吉総合病院

◎17山本第三病院

能勢町

豊能町

池
田
市

箕面市

豊能医療圏

北河内医療圏

高槻市
茨木市

島
本
町

三島医療圏

摂津市

枚方市

交野市
寝屋川市

門真市
四條畷市

大東市

吹田市

豊中市

大阪市医療圏

大阪市 東大阪市

八尾市

中河内医療圏

柏原市

南河内医療圏

堺市医療圏

羽曳野市

太子町

河南町

千早赤阪村

富田林市

堺市

松原市

河内長野市

泉州医療圏

高石市
泉大津市

忠岡町

和泉市

岬町

阪南市

泉南市

貝塚市
岸和田市

田尻町 泉
佐
野
市

熊
取
町

守口市

大
阪
狭
山
市

藤
井
寺
市
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